
一般財団法人 兵庫県学校厚生会
【幹事代理店】

(2023年11月承認）A23-102706

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-7-34

TEL  078-331-9317

一般財団法人兵庫県学校厚生会 【引受幹事保険会社】

〒650-0037 神戸市中央区明石町19【募集代理店】 一般財団法人兵庫県学校厚生会・日本生命保険相互会社

兵庫県学校厚生会 会員の皆さまへ

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
神戸支店 企業営業課

〔傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険、動産総合保険、団体ゴルファー保険〕

加入申込票提出先 一般財団法人 兵庫県学校厚生会・日本生命保険相互会社

2024年3月1日午後4時から1年間

保険料払込方法

2024年３月1日以降の
中途加入の場合

保険期間(ご契約期間）

毎月末までに兵庫県学校厚生会で受付した加入申込票は、 翌月1日
から補償が開始され、2025年3月1日午後4時までとなります。

月払（申込月の3か月後から引去り開始）

最大37％

割引適用
(団体割引30％・大口契約割引
10％を適用し、最大37％の割引）

年令制限は
ありません
ご家族皆さまも

ご加入いただけます！

新規ご加入で日本生命保険相互会社が募集代理店の場合、一般財団法人 兵庫県学校厚生会との
2代理店による代理店分担契約となります。この分担契約の継続契約は一般財団法人 兵庫県学校
厚生会代理店単独の取扱いへ変更となります。

お問合わせは
お気軽にどうぞ!

加入・変更申込締切日 2024年2月16日（金）

2024年３月１日始期

重要な事項が記載されていますので、満期日まで保管してください。



国内・国外を問わず日常生活中・お仕事中におけるさまざまな や によるケガを

２４時間しっかり補償します！

CV

普 通 傷 害 型

ライフスタイルに合わせてさまざまなオプションをお選びいただけます！

通勤途上に
転んでケガ

旅行中のケガ

救援者費用等
（救援者費用等補償特約）

国内のみ

救援対象者（被保険者本人）の遭難等により、ご本人、ご本人
の配偶者(※1)およびその親族(※2)等が負担する捜索救助費用等
を補償します。

山で遭難し捜索救助が行われ、
親族が現地へ赴いた ホールインワンを

達成した

【注意】キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となり
ませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃(注)がある場合にかぎり、保険金
をお支払いします。
※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払いの対象になります。
・公式競技において、同伴競技者または同伴競技者以外の第三者のいずれかの目撃(注)がある場合。
・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合。
（注） 目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます。
（達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に該当しません。）

＜ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ・ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ費用補償特約（団体総合生活補償保険用）＞
国内において、ホールインワンまたはアルバトロスを達成し
たときの贈呈用記念品購入費用等を補償します。

※引受保険会社所定の証明書が必要

「団体総合生活補償保険 傷害型」はこのような時にお役に立ちます！

国内国外

＜ゴルファー賠償責任保険特約＞

国内国外を問わずゴルフ競技、練習、
指導中に法律上の損害賠償責任を負担
した場合に補償します。

プレー中、他人に
ボールが当った

プラ
ス

本人またはそのご家族が、日常生活における偶然な事故により法律上の損害賠償責任
を負担した場合および日本国内で電車等の運行不能について法律上の損害賠償責任を
負担することによって損害を被った場合に補償します。
※免責金額：０円

自転車で他人に
ぶつかりケガを
させた

＜交通事故危険のみ補償特約セット＞

交通傷害型

交通事故等によるケガに限定して補償します

交通事故に
よるケガ

自転車が
転倒してケガ

駅構内(改札口
の内側)の階段
で転倒してケガ

日常生活中のケガ

団体総合生活補償保険 傷害型 〔傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険〕
〔動産総合保険〕 〔ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険〕

（注）補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。

Ａ

職業分類

Ｂ
●農林業作業者 ●漁業作業者 ●採鉱・採石作業者
●建設作業者 ●自動車運転者（助手を含む）
●木・竹・草・つる製品製造作業者

職種級別

●教職員など下記B以外の職業従事者 ●主婦・学生・無職者 など

普通傷害型の保険料は被保険者（補償の対象となる方）ご本人の職種級
別によって異なります。下記についてご不明な点がございましたら、取
扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
（注）告知していただいた職業・職務が事実と反する場合、ご契約を解除し、保険

金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

セットされている特約およびオプションについてのご注意

職種級別をご確認ください（普通傷害型のみ）

国内国外国内国外
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携行品損害
（動産総合保険）

国内国外

日本国内外を問わず、住宅外において、被保険者所有の身の
回り品が偶然な事故により損害が発生した場合に補償します。
※免責金額：1事故 3,000円

持参していた
カメラを落と
して壊した バッグを奪われた

●賠償損害、費用、携行品の損害については、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補
償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます）が
他にあるときは、補償が重複することがあります。

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からで
も補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払わ
れない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を
確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。

※複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、ご契
約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更等）により被保険者が補償
の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。

●ホールインワン・アルバトロス費用については、この費用を補償する他の保険契約等（異
なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます）を複数契
約されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度
となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金はお支払いできませんので、ご注
意ください。

熱中症による入院や通院

線路内に立入り、
電車を運行不能に
させた（国内のみ）

日常生活賠償
（日常生活賠償特約）

天災によるケガ

※医療型と傷害型(普通傷害型)
の両方に加入されている方は、
どちらからも補償されます。

示談交渉サービスつき

※1 配偶者とは婚姻の相手方をいい、婚姻
の届出をしていないが、事実上婚姻関
係と同様の事情(内縁関係)にある方お
よび戸籍上の性別が同一であるが婚姻
関係と異ならない程度の実質を備える
状態にある方を含みます。

※2 6親等内の血族および3親等内の姻族
をいいます。

※左記事例でも、事故状況等により、法律上の損
害賠償責任が発生しない場合は保険金のお支払
対象とはなりませんのでご注意ください。

■示談交渉サービス付
（日本国内で発生した賠償事故に限ります。）
※示談交渉サービスとは、引受保険会社が引受保険会社の費用

により、被保険者のために、折衝、示談または 調停もしく
は訴訟の手続きを行うサービスです。

＊話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ
被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

団体ゴルファー保険
（ゴルファー賠償責任保険特約・ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ・ｱﾙﾊﾞﾄﾛｽ費用補償特約

（団体総合生活補償保険用））

※職種級別Ｂに該当される方はご加入できませんのでご注意ください。

※死亡については対象外となります。

＊話合いでの解決が困難な場合等、引受保険
会社は必要に応じ被保険者の同意を得たう
えで弁護士に対応を依頼することがあります。



家族コース 夫婦コース 個人コース

B C A X

〔傷害部分〕月払保険料（1口） 2,640 円 1,920 円 970 円 610 円

加入限度口数（注） 4口 4口 5口 7口

本人

傷害死亡・後遺障害保険金額 340 万円 390 万円 420 万円 300 万円

傷害入院保険金日額 5,000 円 5,000 円 3,000 円 2,000 円

傷害手術保険金 傷害入院保険金日額の１０倍（入院中）または５倍（入院中以外）

傷害通院保険金日額 2,400 円 2,600 円 2,000 円 1,000 円

配偶者
親族

（一人あたり）

傷害死亡・後遺障害保険金額 180 万円 290 万円

傷害入院保険金日額 2,500 円 3,000 円

傷害手術保険金

傷害通院保険金日額 1,500 円 1,900 円

■被保険者（補償の対象となる方）の範囲

基本タイプ に オプション補償をセット

救援者費用等 携行品損害 団体ゴルファー保険(救援者費用等
補償特約)

（動産総合保険）
（ゴルファー賠償責任保険特約・
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

プラス

※保険料は、団体割引３０％を適用しています。

・夫婦型はありません。
家族型のご加入をお勧めします。

※保険料は、団体割引２０％を適用しています。

・基本タイプにご加入のコースと同等のコースとなり
ます。

※保険料は、団体割引３０％を適用しています。

※1 親族とは、ご本人または配偶者の同居の親族（*1）、別居の未婚
（*2）の子をいいます。

※2 親族とは、ご本人と生計を共にする同居の親族（*1）をいいます。
（＊1）親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
（＊2）未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
※3 左記、傷害補償の被保険者となる方をいいます。
※4 配偶者とは婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性
別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態に
ある方を含みます。

（注） 上記の続柄は、事故発生の時におけるものをいいます。

（注）被保険者ご本人の方が15才未満の場合は、以下の金額を超え
ない範囲で口数を決定してください。
傷害死亡･後遺障害保険金額 2,000万円
傷害入院保険金日額 15,000円
傷害通院保険金日額 10,000円

■ ご加入タイプと保険料：払込方法 月払（１２回）

補償範囲・家族構成に合わせて
コースをご選択ください！ 傷害入院保険金支払対象期間１８０日

傷害入院保険金支払限度日数１８０日、免責期間 0日

（オプションのみのご加入はできません）

※ 普通傷害型は、熱中症危険補償特約をセットしています。
※ 普通傷害型、交通傷害型は天災危険補償特約をセットしています。
※ 交通傷害型は、交通事故危険のみ補償特約をセットしています。
※ 保険料は、団体割引３０％、大口契約割引（傷害部分）１０％を適用しています。

傷害通院保険金支払対象期間１８０日
傷害通院保険金支払限度日数 9０日、免責期間 0日

傷害入院保険金日額の
１０倍（入院中）または５倍（入院中以外）

傷害入院保険金日額の
１０倍（入院中）または５倍（入院中以外）

普
通
傷
害
型

基本タイプ
（職種級別Ａ）

補償内容

家族コース 夫婦コース 個人コース

E F D

〔傷害部分〕月払保険料（1口） 700 円 920 円 880 円

加入限度口数（注） 4口 4口 3口

本人

傷害死亡・後遺障害保険金額 500 万円 900 万円 1,450 万円

傷害入院保険金日額 3,000 円 5,000 円 7,000 円

傷害手術保険金
傷害入院保険金日額の

１０倍（入院中）または ５倍（入院中以外）

傷害通院保険金日額 1,500 円 2,500 円 3,000 円

配偶者
親族

（一人あたり）

傷害死亡・後遺障害保険金額 220 万円 600 万円

傷害入院保険金日額 2,000 円 3,000 円

傷害手術保険金

傷害通院保険金日額 1,000 円 2,000 円

交
通
傷
害
型

◆救援者費用等補償の被保険者(補償の対象となる方)の範囲は、保険契約者、救援対象者※3および救援対象者※3の配偶者※4 ・親族（※１）となります。
◆日常生活賠償・ゴルファー賠償責任の被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者・その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責

任無能力者を監督する親族を被保険者とします。

保険金額 および
保険料計算例

○月払保険料 1,940円
(傷害部分 970円×２口)

○保険金額
傷害死亡・後遺障害保険金額
（420万円×２口） 840万円
傷害入院保険金日額 6,000円
（3,000円×２口）
傷害通院保険金日額 4,000円
（2,000円×２口）

例：Ａタイプに２口ご加入の場合

基本タイプ

補償内容

日常生活賠償 （日常生活賠償特約） 月払保険料 120 円

日常生活賠償保険金額
（免責金額：0円） 3 億円※保険料は、団体割引３０％を適用しています。

(基本タイプの
コース名)

月払保険料

家族コース

イ
夫婦コース

ロ
個人コース

ハ

100円 50 円 30円

救援者費用等
保険金額 500 万円

月払保険料
家族型 K 個人型 H

340円 170 円

お支払いする
保険金の限度額
（免責金額：３千円）

20万円

月払保険料
個人型 G1

190 円

ゴルファー賠償責任保険金額
（免責金額：０円） 1,000万円

ホールインワン・アルバトロス
費用保険金額

ご本人 20万円
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個人

ｺｰｽ

家族

ｺｰｽ

夫婦

ｺｰｽ

個人

ｺｰｽ

家族

ｺｰｽ

夫婦

ｺｰｽ

個人

型
家族型

ゴルファー賠償責任

保険特約

ホールインワン・アルバトロス

費用補償特約

（団体総合生活補償保険用）

ご本人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ご本人の配偶者※4 － ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ － －

親族 － ○※1 － － ○※1 － ○※1 － ○※2 － －

携行品損害 団体ゴルファー保険

個人型普通傷害型 交通傷害型

傷害補償

日常
生活
賠償

動産総合
保険

被保険者

補償

（団体総合生活補償保険用））



団体総合生活補償保険の「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」、動産総合
保険の「普通保険約款・特約集」、団体ゴルファー保険の「ご契約のしおり（普
通保険約款・特約）」、保険証券は保険契約者（一般財団法人 兵庫県学校厚生会
）に交付されます。

・他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項とし
て加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場
合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。

・加入申込票記載事項（職種・他保険加入状況・保険金請求歴等）等により、
ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがあ
りますので、あらかじめご了承ください。

他の保険契約等に関する告知義務について団体総合生活補償保険傷害型

約款交付について

兵庫県下の公立学校の教職員（現職会員）、退職者（退職会員）、
その他これに準ずる方ご本人とそのご家族

ご加入できる方

① ご本人の配偶者※１、ご本人または配偶者の子ども、両親、兄弟姉妹
（同居・別居は問いません）

② 上記①以外のご本人と同居の親族※2

■次の方を「ご本人」とするご契約はできませんのでご注意ください。
・傷害型（家族コース・夫婦コース）：上記②に該当する方
・団体ゴルファー保険：会員の配偶者の同居していない

「子ども、両親および兄弟姉妹」

ご加入できる方の範囲

ご加入にあたり

≪自動継続について≫
ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、保険契約の満了する日と同一内容(※)で継続加入のお取扱いをいたします。
この場合、継続後の保険料は、継続日現在の保険料率によって計算されます。
(※)傷害死亡保険金受取人は法定相続人となります。傷害死亡保険金受取人を指定される場合は、ご加入内容の変更となり、改めてお手

続きが必要です。この場合、被保険者の同意確認のために書類の提出をお願いすることがあります。
（ご注意）保険金請求事故が多発した場合などについて、ご継続を中止させていただくことがあります。

■この保険は一般財団法人 兵庫県学校厚生会を保険契約者とし、兵庫県下の公立学校の教職員（現職会員）、退職者（退職会員）、その他これらに準ずる方を加入
者とする団体総合生活補償保険、動産総合保険の団体契約です。

■加入申込人と被保険者（補償の対象となる方）が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
■このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

※サービスをご利用いただける方は被保険者（補償の対象となる方）となります。
※保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容に
よってはサービスをご利用できない場合があります。

※サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
※サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
※サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
※上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、
ご加入後に交付される加入者証または「団体総合生活補償保険サービスガイド」でご確認くだ
さい。

生活安心サポート
■健康・医療ご相談

（健康・医療のご相談／病院情報のご提供／夜間休日医療機関情報のご提供）

■ホームヘルパーサポート ■暮らしのトラブル（法律）・税務ご相談

（ホームヘルパー業者のご紹介） （法律のご相談／税務のご相談）

共同保険について

この保険契約は３社による共同保険契約であり、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。引受幹事保険会社は、他の引
受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務を行っております。なお、2023年度の引受保険会社・分担割合は次の
とおりです。
【引受幹事保険会社】

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 〔団体総合生活補償保険(傷害型) 94.0％、動産総合保険 83.5％、団体ゴルファー保険 83.5％〕
【引受非幹事保険会社】

損害保険ジャパン株式会社 〔団体総合生活補償保険(傷害型) 3.0％、動産総合保険 10.0％、団体ゴルファー保険 10.0％ 〕
三井住友海上火災保険株式会社 〔団体総合生活補償保険(傷害型) 3.0％、動産総合保険 6.5％、団体ゴルファー保険 6.5％ 〕

実際に引受けを行う保険会社、およびその分担割合は変更になる可能性があります。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

父 母

本人

子ども

父 母

配偶者

子ども（連れ子）

配偶者の子（連れ子）、
同居していないご両親も

ご加入できます。

＜主なご加入者の範囲＞

子ども

兄弟姉妹兄弟姉妹

に加入された被保険者(補償の対象となる方)は、
以下のサービスをご利用いただけます。

「団体総合生活補償保険　傷害型」
＜新規ご加入時の満年令について＞

被保険者 全プラン

　ご本人

　ご本人の配偶者

　子ども、両親、兄弟姉妹
　ご本人と同居の親族

年令制限はありません

毎月末までに兵庫県学校厚生会で受付した加入申込票は、翌月1日から補償が開始します。
（補償期間は申込月の翌月１日午後４時から2025年３月１日午後４時までとなります。）

2023年3月1日
以降の中途加入

保険料払込方法

５月 ６月 ７月 ８月

申し込み：毎月末日締切 補償開始：１日から ― 保険料引去り（第１回目）

例

月払：「現職会員の方は給与」から、「退職会員の方はご指定の口座」から引去りします。（申込月の3か月後から引去り
となります。）

継続加入の場合 変更等お申し出がない場合には、前年度と同一タイプ・内容にて「自動継続」扱とさせていただきますので
「加入申込票」のご提出は不要です。

新規加入・変更・
脱退する場合

「加入申込票」に必要事項または変更後の内容を記入し押印のうえ､2024年2月16日（金）までに兵庫県学
校厚生会にご提出ください。保険期間中の変更等については、兵庫県学校厚生会へお問合わせください。

＜サービスのご案内＞

※1 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係
と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と
異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。

※2 親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。

※１

※2



特に重要なお知らせ

●ご契約内容等に関する事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
●ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきます
ようお願いいたします。

◆加入申込票記入要領

◆お支払いする保険金および費用保険金のご説明

◆重要事項のご説明

団体総合生活補償保険

動産総合保険

団体ゴルファー保険

P 5

P  6 ～ P14

P15 ～ P20

P21 ～ P25

P26 ～ P30

団体総合生活補償保険 傷害型
〔傷害補償（標準型）特約セット団体総合生活補償保険〕

〔動産総合保険〕 〔ゴルファー賠償責任保険特約セット団体総合生活補償保険〕

ご加入の際には、必ずご覧ください。

2024年３月１日始期

一般財団法人 兵庫県学校厚生会



「団体総合生活補償保険 傷害型」加入申込票記入要領

厚
生

所属所番号、会員番号、所属所名、申込日、

氏名、電話番号をご記入のうえ、必ず押印
ください。

お申込みをされた月の翌月1日を「中途加入日」
欄にご記入ください。
（例：4月中にお申込みの場合、中途加入日は5月1日）

被保険者が同一である他の保険契約等、この保険と同種の保険金が

支払われる他の保険契約等がある場合は、※他の保険契約等に○印

をしていただき、詳細を※他の保険契約等欄にご記入ください。

オプション補償：携行品損害・団体ゴルファー保険をセット

する場合、下記項目をご記入ください。

・被保険者（補償の対象となる方）の氏名（カナ）

・ご希望のタイプに○印

・各保険料

・オプション補償の各保険料合計額・・・②

● ご加入の方は、ボールペンでご記入・押印のうえご提出ください。

● 訂正される場合は、二重線で抹消し、訂正印を押印ください。

☓☓☓☓☓☓

○○○○○○

○○小学校

6 4 20 コウセイ タロウ

078-123-4567

6 5 1

コウセイ タロウ

コウセイ アイコ

1

３

1 340コウセイ タロウ

530

3,450

2,040

8801

コウセイ タロウ 190

2,920

基本契約の保険料

合計額をご記入く

ださい。・・・①

①基本契約の保険料 と②オプション補償の各保

険料の合計額を合算した金額

（①＋②＝3,450円）をご記入ください。

被保険者（補償の対象となる方）について下記項目をご記入
ください。
・氏名（カナ） ・職業名
・団体との関係

・補償タイプ ・口数 ・保険料

〔オプション補償の日常生活賠償をセットする場合〕
日常生活賠償欄に○印をしていただき、基本タイプの保険料に
120円を加算した保険料をご記入ください。
【計算例】
基本タイプＣ(夫婦コース)に１口ご加入の場合

基本タイプＣの保険料 1,920円
＋

日常生活賠償保険料 120円

1：団体の構成員
上記「1」の

2：配偶者 3：こども 4：両親
5：兄弟姉妹 6：同居の親族

＝2,040円

キョウイン

ガクセイ

※当「加入申込票兼告知書」は記入要領用のものであり、配布されたものと内容が異なる場合があります。



   

お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】＜傷害補償(標準型)＞ 

団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり（普通保

険約款・特約）をご参照ください。 

ケガに関する補償 

■被保険者の範囲 
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約（「夫婦型への変更に関する特約」または「家族型への変更に関する特約」をいいま

す）のセット有無により次の表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、ケガの原因

となった事故が発生した時におけるものをいいます。 

セットされる特約 
補償の対象となる方 

ご本人※1 配偶者※2 親族 

①被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合 ○ － － 

②「夫婦型への変更に関する特約」がセットされる場合 ○ ○ － 

③「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合 ○ ○ ○※3 

※1 加入者証記載の被保険者をいいます。 

※2 ご本人の配偶者※4をいいます。 

※3 ご本人またはその配偶者※4の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。 

※4 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが

婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

※5 親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

■傷害補償(標準型)特約の補償内容 
１．被保険者が被った次の傷害（｢ケガ｣といいます）に対して保険金をお支払いします。 

【普通傷害型】 急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ 

【交通傷害型】 

「交通事故危険のみ補償

特約」をセットした場合 

次のいずれかのケガ 

ａ．運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具との衝突、接触等の交通事故または運

行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被ったケガ 

ｂ．運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくはその装置のある室内に搭乗している被保険者または乗客として

改札口を有する交通乗用具の乗降場構内（改札口の内側）にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によ

って被ったケガ 

ｃ．道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用している工作用自動車との衝突、接触等または作業機械と

してのみ使用している工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被ったケガ 

ｄ．交通乗用具の火災によって被ったケガ 

※交通乗用具とは、電車、自動車、原動機付自転車、自転車、航空機、船舶などをいいます。 

※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。 

２．傷害補償(標準型)特約の補償内容は次のとおりです。 

（注）既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお

支払いします。 

（注）「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

（注）「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 害 死 亡 

保 険 金 
 

事故によるケガのため、事故

の発生の日からその日を含め

て180日以内に死亡した場合 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額  

※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後

遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後

遺障害保険金額からその額を差し引いて

お支払いします。 

 (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお

支払いできません。 

①保険契約者※1、被保険者または保険金受取人の故

意または重大な過失 

②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 

③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した

事故 

ア．法令に定められた運転資格を持たないで自動

車等を運転している間 

イ．道路交通法第65条第１項に定める酒気を帯び

た状態で自動車等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等

の影響により正常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車等を運転している間 

④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 

⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険

者に対する外科的手術その他の医療処置 

⑦被保険者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変また

は暴動※2 

⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波※3 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性に

よる事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 

(2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払い

傷 害 

後 遺 障 害 

保 険 金 

事故によるケガのため、事故

の発生の日からその日を含め

て180日以内に約款所定の後

遺障害が発生した場合 

 

※ 事故の発生の日からその

日を含めて180日を超えて

治療中である場合は、181

日目における医師の診断

に基づき後遺障害の程度

を認定します。 

傷害死亡・後遺

障害保険金額
 × 

約款所定の

保険金支払割合

(４％～100％)
 

※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後

遺障害保険金額が限度となります。 

傷 害 入 院 

保 険 金 

事故によるケガの治療のた

め、入院し、その入院が傷害

入院保険金の免責期間※を超

えて継続した場合 

 

※ 事故の発生の日からその

日を含めて保険証券記載

の免責期間が満了するま

での期間をいいます。 

 

傷害入院保険金日額  × 入院日数  

※ 事故の発生の日からその日を含めて180

日以内の入院を対象とし、１事故につき、

180日が限度となります。 

※ 入院日数には、傷害入院保険金の免責期

間の満了日以前の入院日数を含みませ

ん。 

傷害型 



   

保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

傷 害 手 術 

保 険 金 

事故によるケガの治療のた

め、事故の発生の日からその

日を含めて180日以内に手術

を受けた場合 

 

※ 手術とは、次の診療行為を

いいます。 

①公的医療保険制度におい

て手術料の対象となる診

療行為。ただし、次の診

療行為は保険金お支払い

の対象になりません。 

・ 創傷処理 

・ 皮膚切開術 

・ デブリードマン 

・ 骨または関節の非観血

的または徒手的な整復

術、整復固定術および

授動術 

・ 抜歯手術 

・ 歯科診療固有の診療行

為 

②先進医療(＊1)に該当す

る診療行為(＊2) 
(＊1) 手術を受けた時点にお

いて、厚生労働大臣が

定める先進的な医療技

術をいいます。また、

先進医療ごとに定める

施設基準に適合する病

院等において行われる

ものに限りますので、

対象となる手術、医療

機関および適応症は限

定されます。 

(＊2) 治療を直接の目的とし

て、メス等の器具を用

いて患部または必要部

位に切除、摘出等の処

置を施すものに限りま

す（診断、検査等を直

接の目的とした診療行

為および注射、点滴、

薬剤投与（全身・局所）、

放射線照射、温熱療法

による診療行為を除き

ます）。 

①入院中に受けた手術 

傷害入院保険金日額  × 10  

②上記①以外の手術 

傷害入院保険金日額  × ５  

※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療の

ために入院している間をいいます。 

※ １事故につき、１回の手術に限ります。

なお、上記①と②の両方に該当する手術

を受けた場合は、上記①の手術を１回受

けたものとします。 

※ 傷害入院保険金の免責期間の満了日の翌

日以降の手術が対象となります。 

できません。 

①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの

※4 

②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

など 

※1 被保険者の範囲に関する特約がセットされない

場合に限ります。 

※2 テロ行為によって発生したケガに関しては自動

セットの特約により保険金お支払いの対象とな

ります。 

※3 「天災危険補償特約」がセットされていますの

で、保険金お支払いの対象となります。 

※4 被保険者が自覚症状を訴えている場合であって

も、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等により

その根拠を客観的に証明することができないも

のをいいます。 

 (3)次のいずれかによって発生したケガについては、

保険金をお支払いできません。 

○「交通事故危険のみ補償特約」をセットしない場

合 

①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 

ア．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)をしてい

る間（ウ．に該当しない「自動車等を用い

て道路上で競技等(＊2)をしている間」を除

きます） 

イ．乗用具(＊1)を用いて競技等(＊2)を行うこ

とを目的とする場所において、競技等(＊2)

に準ずる方法・態様により、乗用具(＊1)を

使用している間（ウ．に該当しない「道路

上で競技等(＊2)に準ずる方法・態様により、

自動車等を使用している間」を除きます） 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を

制限し、道路を占有した状態で、自動車等

を用いて競技等(＊2)をしている間または競

技等(＊2)に準ずる方法・態様により自動車

等を使用している間 

②被保険者が山岳登はん（ピッケル、アイゼン、

ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するも

の、ロッククライミング（フリークライミン

グを含みます）をいい、登る壁の高さが５ｍ

以下のボルダリングは含みません）、職務以外

での航空機操縦、スカイダイビング、ハング

グライダー搭乗等の危険な運動を行っている間

の事故 

③被保険者の範囲に関する特約がセットされた

場合は、被保険者がテストライダー、オート

バイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争

選手、プロボクサー、プロレスラー等やその

他これらと同程度またはそれ以上の危険を有

する職業に従事している間の事故 

など 
(＊1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート

等をいいます。 

(＊2) 競技等とは、競技、競争、興行（これらのた

めの練習を含みます）または試運転（性能試

験を目的とする運転もしくは操縦）をいいま

す。 

○「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合 

①被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 

ア．交通乗用具を用いて競技等(＊)をしている

間（ウ．に該当しない「交通乗用具のうち

軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路

上で競技等(＊)をしている間」を除きます） 

イ．交通乗用具を用いて競技等(＊)を行うこと

を目的とする場所において、競技等(＊)に準

ずる方法・態様により、交通乗用具を使用

している間（ウ．に該当しない「道路上で

競技等(＊)に準ずる方法・態様により、交通

乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具

を使用している間」を除きます） 

ウ．法令による許可を受けて、一般の通行を

傷 害 通 院 

保 険 金 

事故によるケガの治療のた

め、事故の発生の日からその

日を含めて保険証券記載の傷

害通院保険金の免責期間が満

了した日の翌日以降に、通院

した場合 

 

※ 通院とは、病院・診療所に

通い、または往診・訪問診

療により、治療を受けるこ

とをいい、オンライン診療

による診察を含みます。な

お、同月に複数回のオンラ

イン診療を受けた場合で、

公的医療保険制度におい

てオンライン診療料を１

回算定された場合は、最初

の１回のみ通院したもの

とみなします。 

※ 治療を伴わない、薬剤、診

断書、医療器具等の受領等

のためのものは、通院に含

みません。 

傷害通院保険金日額  × 通院日数  

※ 事故の発生の日からその日を含めて180

日以内の通院を対象とし、１事故につき、

90日が限度となります。 

※ 通院日数には、傷害通院保険金の免責期

間の満了日以前の通院日数を含みませ

ん。 

※ 通院しない場合においても、約款所定の

部位のケガによりその部位を固定するた

めに、医師の指示によりギプス等を常時

装着した期間は、通院日数に含めてお支

払いします。 

 



   

保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

制限し、道路を占有した状態で、交通乗用

具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用

いて競技等(＊)をしている間または競技等

(＊)に準ずる方法・態様により交通乗用具の

うち軌道を有しない陸上の乗用具を使用し

ている間 

②船舶に搭乗することを職務とする被保険者

（養成所の職員・生徒である場合を含みます）

が、職務または実習のために船舶に搭乗して

いる間の事故 

③「航空運送事業者が路線を定めて運行する航

空機」以外の航空機を被保険者が操縦してい

る間の事故またはその航空機に搭乗すること

を職務とする被保険者が職務上搭乗している

間の事故 

④被保険者が、グライダー、飛行船、超軽量動

力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の

事故 

⑤被保険者が職務として、荷物などの交通乗用

具への積込み作業、交通乗用具からの積卸し

作業、または交通乗用具上での整理作業をし

ている間の、その作業に直接起因する事故 

⑥被保険者が職務として、交通乗用具の修理、

点検、整備または清掃の作業をしている間の、

その作業に直接起因する事故 

など 
(＊) 競技等とは、競技、競争、興行（これらのた

めの練習を含みます）、訓練（自動車等の運転

資格を取得するための訓練を含みません）ま

たは試運転（性能試験を目的とする運転また

は操縦）をいいます。 
 

■傷害補償(標準型)特約の補償条件に関する主な特約 
傷害補償(標準型)特約の補償条件を拡大する特約のうち主なものは下記のとおりです。 

特約名 概要 

熱中症危険補償特約 

被保険者が急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に障害を被った場合

についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院

保険金をお支払いする特約です。 

※ 被保険者の死亡については対象外となります。 
 

その他の費用の補償 

 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 

補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険

会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方

の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居

への変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

 

■その他の費用等に関する特約の補償内容 ＜相手またはご自身に対する補償に関するもの＞ 

１．被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。 

２．被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする

事故等が発生した時におけるものをいいます。また、日常生活賠償特約については、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故に

ついては、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。 

被保険者 

特約 
ご本人※1 ご本人の配偶者※2 親族※3 

日常生活賠償特約 ○ ○ ○ 

救援者費用等補償特約 
保険契約者、救援対象者※4および救援対象者※4の配偶者※2・親族

※5 

※1 加入者証に被保険者として記載された方をいいます。 

※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚

姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。 

※4 ケガに関する補償において被保険者となる方をいいます。 

※5 ６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

 



   

（注）「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

日 常 生 活

賠 償 特 約 

 

補 償 重 複 

日常生活

賠 償 

保 険 金 

「日本国内外において発生し

た次の①または②の事故によ

り、被保険者が他人の身体の

障害または他人の財物の損壊

について法律上の損害賠償責

任を負担することによって損

害を被った場合」、または「日

本国内において発生した次の

①または②の事故により、被

保険者が電車等(*)の運行不

能について法律上の損害賠償

責任を負担することによって

損害を被った場合」 

①被保険者ご本人の居住する

住宅（敷地内の動産および

不動産を含みます）の所有、

使用または管理に起因する

偶然な事故 

②日常生活に起因する偶然な

事故 
(*)電車等とは、汽車、電車、気

動車、モノレール、ケーブル

カー、ロープウェー、いす付

リフト、ガイドウェイバスを

いいます。ただし、ジェット

コースター、メリーゴーラウ

ンド等遊園地等の遊戯施設、

座席装置のないリフト等は含

みません。 

 

※ 住宅には、別荘等一時的に

居住する住宅を含みます。 

被保険者が損害

賠償請求権者に

対して負担する

法律上の損害賠

償責任の額

＋ 

判決により支払

を命ぜられた訴

訟費用または判

決日までの遅延

損害金

 － 

被保険者が損害賠償請

求権者に対して損害賠

償金を支払ったことに

より代位取得するもの

がある場合は、その価額

－ 
免責金額(＊)

(０円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって

損害の額から差し引く金額で、自己負担とな

る金額をいいます。 

※ １回の事故につき、日常生活賠償保険金

額が限度となります。 

※ 上記算式により計算した額とは別に、損

害の発生または拡大を防止するために必

要または有益であった費用、示談交渉費

用、争訟費用等をお支払いします。 

※ 事故により損害賠償の請求を受けた場

合、引受保険会社は、被保険者からの申

出があり、かつ、被保険者の同意が得ら

れれば、被保険者のために被害者との示

談交渉を引き受けます。ただし、次のい

ずれかの場合は、引受保険会社による示

談交渉はできません。 

①被保険者が負担する法律上の損害賠償

責任の総額が日常生活賠償保険金額を

明らかに超える場合 

②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直

接、折衝することに同意しない場合 

③正当な理由がなく被保険者が引受保険

会社への協力を拒んだ場合 

④日本国外で発生した事故の場合または

被保険者に対する損害賠償請求に関す

る訴訟が日本国外の裁判所に提起され

た場合 

※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負

担する法律上の損害賠償責任の額の決定

については、事前に保険会社の承認が必

要となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保

険契約等がある場合において、それぞれ

の保険契約または共済契約の支払責任額

(＊1)の合計額が、損害の額(＊2)を超える

ときは、下記の額を保険金としてお支払

いします。 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、この保

険契約の支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われた場合は、損害の額(＊2)

から他の保険契約等から支払われた保

険金または共済金の合計額を差し引い

た残額。ただし、この保険契約の支払

責任額(＊1)を限度とします。 
(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がない

ものとして算出した支払うべき保険金ま

たは共済金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または

共済契約に免責金額の適用がある場合に

は、そのうち最も低い免責金額を差し引

いた残額とします。 

(1)次のいずれかによって発生した

損害に対しては、保険金をお支払

いできません。 

①保険契約者、被保険者または法定

代理人の故意 

②戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

③地震もしくは噴火またはこれら

による津波 

④核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑤上記④以外の放射線照射または

放射能汚染 

(2)次の損害賠償責任のいずれかを

負担することによって被った損

害に対しては、保険金をお支払い

できません。 

①被保険者の業務遂行に直接起因

する損害賠償責任 

②被保険者の業務の用に供される

動産または不動産の所有、使用ま

たは管理に起因する損害賠償責

任 

③被保険者と同居する親族※2に対

する損害賠償責任 

④被保険者の使用人が被保険者の

業務等に従事中に被った身体の

障害に起因する損害賠償責任。た

だし、使用人には家事使用人を含

みません。 

⑤被保険者と第三者との間に損害

賠償に関する約定がある場合に

おいて、その約定により加重され

た損害賠償責任 

⑥被保険者が所有、使用または管理

する財物の損壊について、その財

物につき正当な権利を有する方

に対して負担する損害賠償責任

※3 

⑦被保険者の心神喪失に起因する

損害賠償責任 

⑧被保険者による暴行等または被

保険者の指図による暴行等に起

因する損害賠償責任 

⑨航空機、船舶・車両（原動力が専

ら人力であるものおよびゴルフ

カート等を除きます）、銃器（空

気銃を除きます）の所有、使用ま

たは管理に起因する損害賠償責

任 

⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額

に対する損害賠償責任 

など 

※1 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 配偶者、６親等内の血族および

３親等内の姻族をいいます。 

※3 レンタル用品やゴルフ場のゴル

フカートなど、他人から借りた

り預かった物の損壊や使用不能

に対する損害賠償責任を負担す

ることによって被った損害に対

しては保険金をお支払いできま

せん。 

救 援 者 

費 用 等 

補償特 約 

補 償 重 複 

救 援 者 

費 用 等 

保 険 金 

救援対象者が次のいずれかに

該当し、被保険者が救援者費

用等を負担したことによって

損害を被った場合 

救援者費用等の額  

＜救援者費用等＞ 

被保険者が負担した次の費用をいいます。 

①捜索救助費用 

次のいずれかによって発生した損害

に対しては、保険金をお支払いでき

ません。 

①保険契約者、救援対象者、被保険



   

特 約 名 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

①救援対象者が搭乗している

航空機・船舶が行方不明に

なった場合または遭難した

場合 

②急激かつ偶然な外来の事故

により救援対象者の生死が

確認できない場合または緊

急な捜索・救助活動を要す

る状態となったことが警察

等の公の機関により確認さ

れた場合 

③救援対象者が、急激かつ偶

然な外来の事故によるケガ

のため、事故の発生の日か

らその日を含めて180日以

内に、死亡した場合または

継続して14日以上入院した

場合 

 

②現地へ赴く交通費（救援者２名分・１往復

分限度） 

③宿泊料（救援者２名分・１名につき14日分

限度） 

④救援対象者の移送・移転費用 

⑤諸雑費（日本国内３万円限度、国外20万円

限度） 

 

※ 社会通念上妥当な部分で、かつ、「保険金

をお支払いする場合」のいずれかと同等

の他の事故に対して通常負担する費用相

当額（この特約に加入していなければ発

生しなかった費用は含みません）をお支

払いします。ただし、保険期間を通じ、

救援者費用等保険金額が限度となりま

す。 

※ 第三者からの損害賠償金がある場合はそ

の額を差し引いてお支払いします。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保

険契約等がある場合において、それぞれ

の保険契約または共済契約の支払責任額

(＊)の合計額が、費用の額を超えるとき

は、下記の額を保険金としてお支払いし

ます。 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われていない場合は、この保

険契約の支払責任額(＊) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済

金が支払われた場合は、費用の額から

他の保険契約等から支払われた保険金

または共済金の合計額を差し引いた残

額。ただし、この保険契約の支払責任

額(＊)を限度とします。 
(＊) 支払責任額とは、他の保険契約等がないも

のとして算出した支払うべき保険金また

は共済金の額をいいます。 

者または保険金受取人の故意ま

たは重大な過失 

②救援対象者の闘争行為、自殺行為

または犯罪行為 

③救援対象者が次のいずれかに該

当する間に発生した事故 

ア．法令に定められた運転資格を

持たないで自動車等を運転し

ている間 

イ．道路交通法第65条第１項に定

める酒気を帯びた状態で自動

車等を運転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい

剤、シンナー等の影響により正

常な運転ができないおそれが

ある状態で自動車等を運転し

ている間 

④救援対象者の脳疾患、病気または

心神喪失 

⑤救援対象者の妊娠、出産、早産ま

たは流産 

⑥保険金をお支払いすべきケガの

治療以外の救援対象者に対する

外科的手術その他の医療処置 

⑦救援対象者に対する刑の執行 

⑧戦争、外国の武力行使、革命、内

乱等の事変または暴動※1 

⑨地震もしくは噴火またはこれら

による津波 

⑩核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

⑪上記⑩以外の放射線照射または

放射能汚染 

⑫救援対象者が山岳登はん（ピッケ

ル、アイゼン、ザイル、ハンマー

等の登山用具を使用するもの、ロ

ッククライミング（フリークライ

ミングを含みます）をいい、登る

壁の高さが５ｍ以下であるボル

ダリングを含みません）、職務以

外での航空機操縦、スカイダイビ

ング、ハンググライダー搭乗等の

危険な運動を行っている間の事

故 

⑬むちうち症・腰痛等で医学的他覚

所見のないもの※2 

⑭細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 

など 

※1 テロ行為によって発生した損害

に関しては自動セットの特約に

より保険金お支払いの対象とな

ります。 

※2 救援対象者が自覚症状を訴えて

いる場合であっても、脳波所見、

理学的検査、神経学的検査、臨

床検査、画像検査、眼科・耳鼻

科検査等によりその根拠を客観

的に証明することができないも

のをいいます。 
 



 

お支払いする保険金および費用保険金のご説明【動産総合保険】 

動産総合保険の普通保険約款・主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金)についてご説明します。詳細につきましては、普通保険約款およ

びそれぞれの特約をご参照ください。 

携行品に関する補償 

 

特約をセットされる場合のご注意 
被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みま

す）により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。 
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払

われない場合があります。 
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居へ
の変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

■普通保険約款、携行品一式契約特約および国外危険補償特約の補償内容 
 
保険金 
の種類 

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合 

損 害 
保 険 金 

 
 

偶然な事故によって、被保
険者（※１）によって加入
者証記載の建物から一時的
に持ち出された（※２）被
保険者の所有する身の回り
品（保険の対象）に発生し
た損害に対して、損害保険
金をお支払いします。 
※１家族型の場合には、被

保険者と生計を共にす
る同居の親族を含みま
す。 

※２補償地域は日本国内・
国外を問いません。 

 

 
 
 

 ＜保険金額※限度＞ 
※保険金額が保険価額（保険の対象の時価
額）を超える場合は保険価額（保険の対
象の時価額）とします。 

【損害の額】 
・保険の対象が修理可能な場合には、損害
発生直前の状態に復旧するために必要な
修理費を損害の額とします。 

・国外での事故については、保険の対象  
１個、１組または１対の物について、そ
れぞれ10万円を限度とします。また、現
金、乗車券、宿泊券、貴金属、宝石等に
ついては、合計して５万円を限度としま
す。 

 

①保険契約者・被保険者（補償の対象となる方）またはその
法定代理人の故意または重大な過失による損害 

②被保険者ではない保険金の受取人またはその法定代理人の
故意または重大な過失による損害 

③保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険
者と世帯を同じくする親族の故意による損害 

④公権力の行使による損害。ただし、消防または避難に必要
な処置によって発生した損害を除きます。 

⑤保険の対象の欠陥による損害 
⑥自然消耗・さび・かび・変質・変色・ねずみ食い・虫食い
等による損害 

⑦加工着手後に発生した損害 
⑧戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、
その他これらに類似の事変による損害 

⑨地震、噴火、津波によって発生した損害 
⑩核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放
射性、爆発性による事故による損害 

⑪台風・暴風雨・豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水
災による損害 

⑫電気的事故・機械的事故による損害 
⑬修理・清掃等の作業上の事故による損害 
⑭詐欺・横領・紛失・置き忘れによる損害 
⑮被保険者や使用人等が関与した窃盗、強盗、恐喝等の不誠
実行為による損害（使用人の不誠実行為対象外特約） 

⑯棚卸しや検品の際に発見された品不足による損害また不法
侵入、暴行または脅迫をせずに盗取されたことによる損害
（万引き・品不足危険対象外特約）。 

⑰白熱電球、放電灯等の管球類に発生した損害。ただし、保
険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます
（管球類単独損害対象外特約) 。 

⑱冷凍・冷蔵装置・保温装置または設備の破壊・変調・機能
停止等による損害（冷凍・冷蔵・保温物特約） 

⑲汚損、すり傷その他単なる外形上の損傷であって保険の対
象・機能に直接関係のない損害（擦損危険等対象外特約） 

⑳損害を受けたために臨時に発生する費用（携行品一式契約
特約（個人型）または携行品一式契約特約（家族型）） 

                         など  
   

残 存 物 
取片づけ 
費 用 
保 険 金 

 

事故によって損害を受けた
保険の対象の残存物の取片
づけに必要な費用※に対し
て、残存物取片づけ費用保
険金をお支払いします。 
※取壊し費用、取片づけ清
掃費用および搬出費用をい
います。 
 

 
 
 
ただし、損害保険金×10％が限度となりま
す。 
 

損 害 防 
止 費 用 

 

事故発生時に、損害の発生
および拡大の防止のために
支出した必要または有益な
費用に対して、損害防止費
用をお支払いします。 
 

 
 
 
ただし、保険金額※から、損害保険金を差
し引いた額が限度となります。 
※保険金額が保険価額（時価額）を超える
場合は、保険価額（時価額）とします。 

 
権利保全
行使費用 

 

事故発生時に、当社が取得
する損害賠償請求権その他
の債権の保全および行使に
必要な手続きのために支出
した費用に対して、権利保
全行使費用をお支払いしま
す。 
 

 
 
 
 

＜動産総合保険のお支払対象外となる物＞ 

船舶（ヨット・モーターボート・水上オートバイ・ボートを含みます）、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、ラジコン

模型、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード（ボディーボードおよびウィンドサーフィン用のものその他これらに類するもの

を含みます）、携帯電話等の携帯式通信機器、ノートパソコン・ワードプロセッサー等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コ

ンタクトレンズその他これらに類するもの、動物、植物、預金証書または貯金証書（通帳および現金自動支払機用カードを含みます）、クレジットカ

ード、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの、手形、その他有価証券、印紙、切手、その他これ

らに準ずるもの（ただし、鉄道・船舶・航空機の乗車券・航空券（定期券は除きます）、宿泊券、観光券および旅行券ならびに現金および小切手につ

いては、保険の対象に含みます）、その他被保険者カード記載のもの 

＜万一事故が発生した場合＞ 

動産総合保険（携行品一式契約）は、損害保険金の支払額が、１回の事故につき、保険金額に相当する額となった場合、ご契約はその損害発生時に

終了します。保険金額に相当する額とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても、保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。 

 

 損害の額 ― 免責金額（3,000円） 

実費 

実費 

実費 



 

 

 

次の特約が自動的にセットされることにより、普通保険約款の補償内容（条件）が変更されます。 

＜保険の対象を問わず適用される特約＞ 

特        約 特約の主な内容 

温・湿度変化損害対象外特約 
温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって発生した損害に対しては、保険金をお支払いで

きません。ただし、その損害が、火災、落雷、破裂または爆発によって発生した場合を除きます。 

格落損害対象外特約 
損傷が発生したことによって価値が低下したことによる損害については保険金をお支払いできません。た

だし、保険の対象が美術品または骨董(とう)品である場合には、保険金をお支払いします。 

管球類単独損害対象外特約 
真空管、電球その他これらに類似の管球類に発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。た

だし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。 

航空運賃対象外特約 
修理費に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用に対しては、保険金をお支払い

できません。 

混入・目減り危険等対象外特約 
汚染、異物の混入、純度の低下変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他類似の事由に起因し

て発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

擦損危険等対象外特約 

かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げなどの単なる外形上の損傷であって、保険の対象の機能

に直接関係のない損害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、保険の対象の他の部分と同時

に損害を受けた場合を除きます。 

使用人の不誠実行為対象外特約 
保険契約者、被保険者または使用人等が関与した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任、恐喝等の不誠実行為に

よる損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

消耗品単独損害対象外特約 消耗品に単独に発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

自力救済行為等対象外特約 

被保険者もしくは被保険者の取引先および保険の対象の使用、管理を委託された者の倒産等に随伴して発

生した、窃盗、強盗、差押え、没収、債権者およびその関係者による自力救済行為等に起因して保険の対

象に発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

脱毛危険対象外特約 保険の対象の脱毛による損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

地中・水中・空中危険対象外特約 
保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に発生した損害に対しては、保険金

をお支払いできません。 

吹込み・雨漏り損害限定補償特約 

台風、旋(せん)風、暴風、暴風雨などによる雨などの吹込みまたは雨漏りによって発生した損害に対して

は、保険の対象を保管する建物またはその開口部が直接破損したために発生した場合に限り、保険金をお

支払いします。 

万引き・品不足危険対象外特約 

万引きその他保険証券に記載された保管場所に不法に侵入しなかった者によりなされた盗取による損害

（ただし、その者が暴行または脅迫した場合を除きます）、検品または棚卸しの際に発見された数量の不足

による損害(ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害を除きます)または、保険の対象の受渡しの

過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

冷凍・冷蔵・保温物特約 
冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊・変調・機能停止等によって発生した損害に対しても、保険金を

お支払いできません。 

楽器特約 

弦※の切断や打楽器の打皮の破損は、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合にのみ、保険金を

お支払いします。音色、音質の変化の損害は、保険金をお支払いできません。 

※ピアノ線を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動産総合保険（自動セット特約の内容） 



   

お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】＜団体ゴルファー保険＞ 

※「団体ゴルファー保険」は、ゴルファー賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。 

団体総合生活補償保険の普通保険約款、ゴルファー賠償責任保険特約、その他主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説

明します。詳しくは、ご契約のしおり（普通保険約款、特約）をご参照ください。 

■用語のご説明 
区分 用語 説明 

共 通 ゴルフ ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 

ゴルフ場 
ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金が有料（注）のものをいいます。 
（注）有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目は問いません。 

ゴルフ場敷地内 
ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために

使用される部分を除きます。 

ゴルフの練習中、 

競技中または指

導中 

ゴルフの練習中、競技中、指導中に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を

含みます。 

親族 配偶者、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

配偶者 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同

一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

■団体ゴルファー保険の補償内容 

補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意 
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険

会社以外の保険契約を含みます）が他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方

の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 

補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 

※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居へ

の変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

１．団体ゴルファー保険の補償内容は下表のとおりです。 

２．被保険者は、加入者証に被保険者として記載された方となります。また、ゴルファー賠償責任保険特約については、被保険者が責任無能力者の

場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を

被保険者とします。 

特 約 名 補償内容 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 
保険金をお支払いできない主な場

合 

ゴルファー 

賠償責任

保険特約 

 

補償重複 

法 律 上 の 

損 害 賠 償 

責 任 

 

日本国内外において被保険者が

行うゴルフの練習中、競技中また

は指導中に発生した偶然な事故

により、被保険者が他人の身体の

障害または他人の財物の損壊に

ついて法律上の損害賠償責任を

負担することによって損害を被

った場合 

被保険者が損害

賠償請求権者に

対して負担する

法律上の損害賠

償責任の額

 ＋ 

判決により支払

を命ぜられた訴

訟費用または判

決日までの遅延

損害金

 － 

被保険者が損害賠償請

求権者に対して損害賠

償金を支払ったことに

より代位取得するもの

がある場合は、その価額

 － 
免責金額(＊)

(０円)
 

(＊) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害
の額から差し引く金額で、自己負担となる金額を
いいます。 

※ １回の事故につき、ゴルファー賠償責任保険

金額が限度となります。 

※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の

発生または拡大を防止するために必要または

有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用

等をお支払いします。 
※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受

保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、
被保険者の同意が得られれば、被保険者のため
に被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、
次のいずれかの場合は、引受保険会社による示
談交渉はできません。 

①被保険者が損害賠償請求権者に対して負担す

る法律上の損害賠償責任の総額がゴルファー

賠償責任保険金額を明らかに超える場合 

②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、

折衝することに同意しない場合 

③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社へ

の協力を拒んだ場合 

④日本国外で発生した事故の場合または被保険

者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本

国外の裁判所に提起された場合 
※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担す

る法律上の損害賠償責任の額の決定について
は、事前に保険会社の承認が必要となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約

(1)次のいずれかによって発生し

た損害に対しては、保険金をお

支払いできません。 

①保険契約者、被保険者または法

定代理人の故意 

②戦争、外国の武力行使、革命、

内乱等の事変または暴動※1 

③地震もしくは噴火またはこれ

らによる津波 

④核燃料物質などの放射性・爆発

性・有害な特性による事故 

(2)次の損害賠償責任のいずれか

を負担することによって被っ

た損害に対しては、保険金をお

支払いできません。 

①被保険者と同居する親族に対

する損害賠償責任 

②被保険者の使用人（被保険者が

ゴルフの補助者として使用す

るキャディを除きます）が被保

険者の事業または業務に従事

中に被った身体の障害に起因

する損害賠償責任 

③被保険者と第三者との間に損

害賠償に関する約定がある場

合において、その約定により加

重された損害賠償責任 

④被保険者が所有、使用または管

理する財物の損壊について、そ

の財物につき正当な権利を有

する者に対して負担する損害

賠償責任※2 

⑤被保険者の心神喪失に起因す

る損害賠償責任 

⑥被保険者による暴行等に起因

する損害賠償責任 

⑦航空機、船舶・車両（原動力が

専ら人力であるものおよびゴ

ルフ場敷地内におけるゴルフ



   

特 約 名 補償内容 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 
保険金をお支払いできない主な場

合 

等がある場合において、それぞれの保険契約ま
たは共済契約の支払責任額(＊1)の合計額が、損
害の額(＊2)を超えるときは、下記の額を保険金
としてお支払いします。 
・ 他の保険契約等から保険金または共済金が

支払われていない場合は、この保険契約の
支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済金が
支払われた場合は、損害の額(＊2)から他の
保険契約等から支払われた保険金または
共済金の合計額を差し引いた残額。ただ
し、この保険契約の支払責任額(＊1)を限度
とします。 

(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないもの
として算出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。 

(＊2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済
契約に免責金額の適用がある場合には、その
うち最も低い免責金額を差し引いた残額とし
ます。 

カート等を除きます）、銃器（空

気銃を除きます）の所有、使用

または管理に起因する損害賠

償責任 

など 

 

※1 テロ行為によって発生した損

害に関しては自動セットの特

約により保険金お支払いの対

象となります。 

※2 レンタル用品やゴルフ場のゴ

ルフカートなど、他人から借

りたり、預かったりした物の

損壊や使用不能に対する損害

賠償責任を負担することによ

って被った損害に対しては保

険金をお支払いできません。 

ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ･ 

ｱ ﾙ ﾊ ﾞ ﾄ ﾛ ｽ 

費用補償 

特 約 

(団体総合 

生活補償 

保 険 用 ) 

 

補償重複 

 

ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ･ 

ｱ ﾙ ﾊ ﾞ ﾄ ﾛ ｽ 

費 用 

アマチュアゴルファーである被

保険者が保険期間中に日本国内

の９ホール以上を有するゴルフ

場において、ゴルフ競技中にホー

ルインワンまたはアルバトロス

を達成した場合に、慣習として負

担する費用（実費）をお支払いし

ます。 

保険金お支払いの対象となる

ホールインワンまたはアルバ

トロスは、日本国内のゴルフ

場において、同伴競技者１名

以上とパー35 以上の９ホール

（ハーフ）を正規にラウンド

した場合のもので、次の①お

よび②の両方が目撃(*)した

ものに限ります。 

①同伴競技者 

②同伴競技者以外の第三者

(具体的には次の方をいい

ます) 

同伴キャディ、ゴルフ場
使用人、ワン・オン・イ
ベント業者、ゴルフ場で
工事中の造園業者、先
行・後続組のプレーヤー、
ゴルフ場内の売店運営業
者など 

 
ご注意 

キャディ帯同のない「セルフ

プレー中」の場合は、原則と

して、保険金のお支払い対象

となりませんのでご注意く

ださい。ただし、同伴競技者

以外の第三者の目撃(*)があ

る場合にかぎり、保険金をお

支払いします。 

※上記にかかわらず、次の場

合のホールインワンまたは

アルバトロスもお支払いの

対象になります。 

・公式競技において、上記①

または②のいずれかの目

撃(*)がある場合 

・ホールインワンまたはアル

バトロスの達成が客観的

に確認できるビデオ映像

等がある場合 
(*)目撃とは、打ったボールがホー

ルにカップインしたことをそ

の場で確認することをいいま

す（達成後に呼ばれてカップイ

ンしたボールを確認した場合

は「目撃」に該当しません）。 
 

ホールインワン・

アルバトロス費用の額
 

＜ホールインワン・アルバトロス費用＞ 
①贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用

は含みません。 

ア.貨幣、紙幣 

イ.有価証券 

ウ.商品券等の物品切手 

エ.プリペイドカード（ホールインワンまたはア

ルバトロス達成を記念して特に作成したプ

リペイドカードは贈呈用記念品に含まれま

す） 

②祝賀会費用 

③ゴルフ場に対する記念植樹費用 

④同伴キャディに対する祝儀 

⑤その他、慣習として支出することが適当な次の

費用。ただし、ホールインワン・アルバトロス

費用保険金額の10％を限度とします。 

ア.社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に

役立つ各種費用 

イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用 

ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホール

インワンまたはアルバトロスを記念して作成

するモニュメント等の費用 

※ １回のホールインワンまたはアルバトロスに

つき、ホールインワン・アルバトロス費用保

険金額が限度となります。 

※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契

約等がある場合において、それぞれの保険契

約または共済契約の支払責任額(＊1)の合計

額が、支払限度額(＊2)を超えるときは、下記

の額を保険金としてお支払いします。 
・ 他の保険契約等から保険金または共済金が

支払われていない場合は、この保険契約の
支払責任額(＊1) 

・ 他の保険契約等から保険金または共済金が
支払われた場合は、支払限度額(＊2)から他
の保険契約等から支払われた保険金または
共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、
この保険契約の支払責任額(＊1)を限度と
します。 

(＊1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないもの
として算出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。 

(＊2) 支払限度額とは、この保険契約および他の保
険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責
任額とします。 

 
この費用を補償する他の保険契約等（異なる保険
種類の特約や引受保険会社以外の保険契約また
は共済契約を含みます）に複数ご加入されても、
お支払いする保険金の額は、それらのご契約のう
ち最も高い保険金額が限度となります。それぞれ
の保険契約等から重複して保険金をお支払いでき
ませんのでご注意ください。 

 

次のいずれかによって発生した損

害に対しては、保険金をお支払い

できません。 

①日本国外で達成したホールイン

ワンまたはアルバトロス 

②ゴルフ場経営者がその経営する

ゴルフ場で達成したホールイン

ワンまたはアルバトロス 

③ゴルフ場の従業員等が実際に勤

務しているゴルフ場で達成した

ホールインワンまたはアルバト

ロス 

など 

 



 

重要事項のご説明 
 

契約概要のご説明（傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険） 2023 年 10 月 
 

■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読みにな

り、お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・

特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま

でお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

１商品の仕組み 

（１）商品の仕組み 

団体総合生活補償保険は、被保険者が傷害（以下「ケガ」といいます）を被った場合などを補償する保険です。詳細はパンフレット等の該

当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

基本となる補償 

補償の種類 補償の概要 基本となる補償の特約 

ケガの補償 
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被った場合に保険金をお支払い

します。（注） 
傷害補償(標準型)特約 

（注）「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合は、交通事故や交通乗用具の火災によって被ったケガに限り保険金をお支払いします。 

（２）被保険者の範囲 

①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普

通保険約款・特約）をご確認ください。 

②基本となる補償の被保険者の範囲は、次のとおりです。また、家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。 

【○：補償の対象／×：補償対象外】 

型 
被保険者の範囲 

本人 配偶者（注１） 同居の親族（注２）・別居の未婚（注３）の子（注４） 

本人型 ○ × × 

家族型 ○ ○ ○ 

夫婦型 ○ ○ × 
（注１）配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性別が同一

であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

（注２）親族とは、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。 

（注３）未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 

（注４）同居の親族・別居の未婚の子とは、「本人またはその配偶者の同居の親族」または「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。 

③次の特約の被保険者は上記②で選択した被保険者の範囲に関わらず以下のとおりです。 

特約 

被保険者の範囲 

本人 配偶者 
本人またはその配偶者の同居の親族・ 

別居の未婚の子 

日常生活賠償特約 ○（注） ○（注） ○（注） 

（注）被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任

無能力者を監督する親族を被保険者とします。 

④上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普

通保険約款・特約）をご確認ください。 

２基本となる補償 等 
（１）保険金をお支払いする場合 

「保険金をお支払いする場合」についての詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認

ください。 

（２）保険金をお支払いできない主な場合 

基本となる補償の保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。また、セットする特約によりお支払いできない主な場合が異

なります。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 
補償の種類 保険金をお支払いできない主な場合 

ケガの補償 

●脳疾患、病気、心神喪失によるケガ 

●自動車等（注１）の無資格運転中、酒気帯び運転中、麻薬等を使用しての運転中のケガ 

●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの（注２） 

●細菌性食中毒・ウイルス性食中毒                                など 

（注１）「保険金をお支払いできない主な場合」において、自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

（注２）被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりそ

の根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 

（３）セットできる主な特約とその概要 

ご希望によりセットできる主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認くだ

さい。 

（４）保険金額の設定 

保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。 

○保険金額・日額は、被保険者の年令・収入・高額療養費制度等の公的保険制度（注）などを踏まえて設定してください。 
（注）公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。 

（５）保険期間 

お客さまの保険期間は、２０２４年３月１日から１年間です。保険期間の中途にご加入いただく場合は、兵庫県学校厚生会で受付けた

月の翌月１日から２０２５年３月１日となります。 

３保険料の決定の仕組みと払込方法等 

（１）保険料の決定の仕組み 



 

保険料は、保険金額、保険期間および職業・職務等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込

票等をご確認ください。 

（２）保険料の払込方法 

お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

４満期返れい金・契約者配当金 

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５解約と解約返れい金 

ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時の条

件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱代理店ま

たは引受保険会社までお問合わせください。 
 

重要事項のご説明 
 

注意喚起情報のご説明（傷害補償(標準型)特約セット団体総合生活補償保険） 2023 年 10 月 
 

■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載し

ています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット、ご契約のしおり（普通保険約款・

特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社ま

でお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

１告知義務（ご加入時にお申出いただく事項） 

（１）申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことで

す。 

（２）告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印が

ついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場

合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります（注）。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 
（注）次において、②に該当したときは、ご契約を解除することがあります。 

告知事項 

①被保険者の職業・職務（注１） 

②同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等（注２）の有無 
（注１）職種級別は、保険料の算出や保険金のお支払いに際し、極めて重要な項目です。お申込みの際には改めてご確認ください。 

●傷害補償（標準型）特約の職種級別表 ※「交通事故危険のみ補償特約」をセットする場合を除きます。 

級別 職業例 

Ａ ●下記Ｂ以外の職業従事者 ●主婦・学生・無職者 等 

Ｂ 
●農林業作業者 ●採鉱・採石作業者 ●木・竹・草・つる製品製造作業者 ●漁業作業者 ●自動車運転者（助手を含む） 

●建設作業者 

（注２）タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。 

２クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等） 

この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）はできません。 

３複数のご契約があるお客さまへ 

補償内容が同様の保険契約（団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます）が

他にあるときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれ

か一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、

特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 
※１ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居への変更

等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

※２ 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。 

４傷害死亡保険金受取人 

（１）被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合、傷害死亡保険金は、被保険者本人の法定相続人にお支払いします。 

（２）被保険者本人の傷害死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合には、必ず被保険者本人の同意を得てく

ださい。なお、同意のないままご契約された場合、保険契約は無効となります。 

（３）被保険者本人以外の被保険者については、その被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となり、傷害死亡保険金受取人の変更は

できません。 

５現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約 

現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項 

多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。 

６通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項） 

（１）ご加入後、次の事項が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。 

ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 

通知事項 

被保険者本人の職業・職務を変更した場合（注） 
（注）「交通事故危険のみ補償特約」をセットする場合を除きます。 

（２）被保険者本人が職業・職務を変更した場合で、次の「職業・職務」に変更した場合、保険期間の中途であってもご契約を解除すること

があります。 

プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます）、力士、その他これらと同程度の危険な職業 

（３）特約の追加など、契約条件を変更する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社までご



 

連絡ください。 

７補償の開始・終了時期 

（１）補償の開始：始期日の午後４時 

（２）補償の終了：満期日の午後４時 

８保険金をお支払いできない主な場合 

「契約概要のご説明」２ 基本となる補償 等（２）保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。 

９保険料の払込猶予期間等の取扱い 

分割払でご契約の場合、引受保険会社が傷害死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求することがあ

ります。 

10 解約と解約返れい金 

ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 

●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただ

し、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 

●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で

請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。 

11 被保険者からの解約 

被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めること

ができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。 

【被保険者が解約を求めることができる場合】 

①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 

②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次に該当する行為のいずれかがあった場合 

・引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生させようとした場合 

・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合 

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当する場合 

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが

ある場合 

⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度にその被保険者のこれらの方に対する信頼を損な

い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合 

⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変

更があった場合 

※１ 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証

明する資料等を提出してください。 

※２ 解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。 

※３ 夫婦型または家族型で、本人について解約請求または本人による解約が行われた場合は、保険契約者は以下のいずれかの手続きを行わなければなりませ

ん。ただし、この保険契約において、その本人が傷害後遺障害保険金を受け取っていた場合は、ｂ．によるものとします。 

ａ．家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること  ｂ．この保険契約の解約 

12 保険会社破綻時の取扱い 

損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。

この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等はケガの補償につ

いては80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は100％補償され

ます。 
※ケガの補償以外の保険金、解約返れい金等の補償割合は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

13 個人情報の取扱いについて 

本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保

険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的

の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団

法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第 53 条の 10）により、利用目的が限定

されています。 

詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページ（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）および各引受保険会社

のホームページをご覧ください。 

 

＜その他ご注意いただきたいこと＞ 
■危険を有する職業に変更した場合のご注意 

夫婦型・家族型のご契約で、被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等の職

業に変更した場合は、その職業に従事中のケガについては保険金をお支払いできません。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

■ご契約内容および事故報告内容の確認について 

損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適切かつ迅速・確実なお支払いを確保

するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協

会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社までお問合わせくださ

い。 
※具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。 

■無効・取消し・失効について 
（１）次のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込んだ保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。 



 

①保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合 

②被保険者本人の法定相続人以外の方を傷害死亡保険金受取人とする場合に、保険契約者以外の方を被保険者本人とする保険契約について、その被保

険者本人の同意を得なかった場合 

（２）保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場

合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 

（３）次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。

詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。（注１） 

①本人型でご契約の場合は、被保険者が死亡（注２）したとき 

②夫婦型または家族型でご契約の場合は、被保険者が死亡（注２）し、夫婦型または家族型の被保険者の範囲に該当する被保険者がいなくなったとき 
（注１）上記①、②以外にも保険金をお支払いした場合等に失効となる特約があります。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

（注２）傷害死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡した場合は、傷害保険金部分の保険料は返還できません。 

■重大事由による解除 
次のことがある場合には、ご契約または特約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故等を発生させ、

または発生させようとしたこと。 

②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 

④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 

■請求権等の代位について 
所得補償保険金等について、損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権（注）を取得した場合に、引受保険会社がその損害に対

して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。 

（１）引受保険会社が損害の額の全額を保険金としてお支払いした場合：被保険者が取得した債権の全額 

（２）上記（１）以外の場合：被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損害の額を差し引いた額 
（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 

※１ 所得補償保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に所得補償保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額

を差し引いた損失の額に対して所得補償保険金をお支払いします。 

※２ 上記以外の保険金についても請求権等の代位に関して規定されている場合があります。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

■ 共同保険について 
あいおいニッセイ同和損害保険（株）および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連帯す

ることなく単独別個に保険契約上の責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険（株）は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代

行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。 

■ 事故が起こった場合 

１ 事故が起こった場合 

（１）事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損

害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

（２）他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 

（３）賠償責任・法律相談費用・弁護士費用等を補償する特約の場合、賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の

委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。 

＜示談交渉サービス＞ 

日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受

保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生した日常生活賠償特約の対象となる賠償事故

で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。 

＜示談交渉を行うことができない主な場合＞ 

・１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合 

・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合 

・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 

・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 

（４）被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた

保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

＜引受保険会社がお支払いする保険金の額＞（注１） 

①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額（注２）をお支払いします。 

②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額（注２）を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保

険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。 

（注１）お支払いする保険金の額は､補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。 

（注２）支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 

２ 保険金の支払請求時に必要となる書類等 

被保険者または保険金を受け取るべき方は、＜別表「保険金請求書類」＞のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に

応じて＜別表「保険金請求書類」＞以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

３ 保険金のお支払時期 

引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするため

に必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約

に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

４４ 保険金の代理請求 

被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求する

ことができる制度（「代理請求制度」といいます）があります（被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、こ

の制度は利用できません）。 

●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 

●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 

【被保険者の代理人となりうる方】 

①被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注） 

②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする３親等内の親

族 

③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者（注）または上記

②以外の３親等内の親族 
（注）法律上の配偶者に限ります。 



 

万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いし

ます。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険

会社は保険金をお支払いできません。 

５ 保険金請求権の時効 

保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）

をご確認ください。 

＜別表「保険金請求書類」＞ 
（１） 保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を含みます） 

（２） 引受保険会社の定める傷害（疾病・損害など）状況報告書 

※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(5)～(7)に掲げる書類も必要な場合があります。 

（３） 被保険者であることを確認する書類 

 書類の例 ・家族関係の証明書類（住民票、戸籍謄本） など 

（４） 保険金の請求権をもつことの確認書類 

 
書類の例 

・印鑑証明書、資格証明書  ・戸籍謄本  ・委任状  ・未成年者用念書 

【質権が設定されている場合】・質権者への支払確認書  ・保険金直接支払指図書  ・債務額現在高通知書 など 

（５） ケガに関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険事故の発生を示す書類 

  書類の例 ・公的機関が発行する証明書（事故証明書など）  ・死亡診断書または死体検案書 など 

 ② 保険金支払額の算出に必要な書類 

  書類の例 ・引受保険会社の定める診断書  ・領収書  ・後遺障害診断書  ・レントゲン等の検査資料 など 

 ③ その他の書類 

  
書類の例 

・運転資格を証する書類（免許証など） 

・調査同意書（引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書） など 

（６） 損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険事故の発生を示す書類 

   

書類の例 

・公的機関が発行する証明書（罹災証明書・事故証明書）またはこれに代わるべき書類（被害届出受理番号を記入した書

類）  ・賃貸借契約書、マンション管理規約、居住者名簿  ・預かり伝票など受託物であることの確認資料 

・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など 

  ② 保険金支払額の算出に必要な書類 

  

書類の例 

・修理見積書、請求明細書、領収書  ・損害賠償内容申告書  ・示談書またはこれに代わるべき書類 

・休業損害確認資料（休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書） 

・交通費、諸費用の明細書  ・購入時の領収書、保証書、仕様書  ・図面（配置図、建物図面） 

・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 

・レントゲンなどの検査資料  ・死亡診断書または死体検案書  ・葬儀費明細書、領収書 

・その他の費用の支出を示す書類  ・受領している年金額の確認資料  ・労災からの支給額の確認資料 など 

 ③ その他の書類 

  
書類の例 

・権利移転書  ・先取特権に関わる書類（被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類） 

・調査同意書（引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書） など 

（７） その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 ① 保険事故の発生を示す書類 

  
書類の例 

・公的機関が発行する証明書（事故証明書、盗難届証明書など） ・ホールインワン・アルバトロス証明書 

・扶養者などの戸籍謄本  ・損害物の写真 など 

 ② 保険金支払額の算出に必要な書類 

  書類の例 ・被害品の価格を証明する書類  ・修理見積書  ・領収書 など 

 ③ その他の書類 

  
書類の例 

・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの 

・調査同意書（引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な同意書） など 
  

 

＜ご加入いただく内容に関する確認事項（ご意向の確認）＞ 

この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入の

内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう保険

料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点な

どございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

●今回お申込みのご契約についてご確認をお願いいたします。 

１．被保険者に関する「氏名」「生年月日」「年令」「性別」「職業・職務」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 

２．「他の保険契約等」「保険金請求歴」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 

３．下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 

①補償内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない場合など） 

②保険金額（ご契約金額）（タイプ名など） 

③被保険者の範囲（ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など） 
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 

４．補償が重複する可能性のある特約をセットした他のご契約の有無をご確認いただき、特約のセット要否をご確認ください。 

●現在ご加入のご契約（満期を迎えるご契約）にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

お問合わせ窓口 
 

保険商品・契約内容に関するお問合わせ 

【取扱代理店】 一般財団法人 兵庫県学校厚生会 

【電話番号】 ０７８－３３１－９３１７  ※おかけ間違いにご注意ください。 
 

引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 

引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 事故が起こった場合 

0120-101-060（無料） 
●受付時間 平日 9：00～17：00 

●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 

●ご加入の団体名（一般財団法人 兵庫県学校厚生会）をお知らせください。「加入者証」等

をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 
●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 

遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 

0120-985-024（無料） 
●受付時間 24時間 365日 

●おかけ間違いにご注意ください。 

●ＩＰ電話からは 0276-90-8852（有料）におかけください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指定紛争解決機関 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター 

0570-022-808 
●受付時間［平日 9:15～17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］ 

●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 

●携帯電話からも利用できます。 

●電話リレーサービス、ＩＰ電話からは 03-4332-5241におかけください。 

●おかけ間違いにご注意ください。 
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

（https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html） 

  

 
＜引受保険会社＞ 

 
 

あいおいニッセイ同和損保 

あんしんサポートセンター 

［ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）］ 



 

 

重要事項のご説明 
 

 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明（動産総合保険(携行品一式契約)）

用)） 
2016 年 4 月 

 

■加入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。 

■お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。 

■この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット等の該当箇所、普通保険約款・特約集また

は保険証券（注）をご確認ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。 

（注）普通保険約款・特約集、保険証券は保険契約者である団体等に交付されます。 

■加入依頼者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

 

 
 

Ⅰ.ご加入前におけるご確認事項 
１．商品の仕組みおよび引受条件等                                                

１ 商品の仕組み 
この保険は、企業等の団体等を保険契約者とし、その構成員（従業員等）をご加入者とする団体保険契約です。保険料についてはご加

入者から集めた保険料相当額を保険契約者から引受保険会社に払い込みいただきます。 

また、動産総合保険（携行品一式契約）とは、動産総合保険普通保険約款に携行品一式契約特約（個人型または家族型）をセットした

契約で、火災・盗難・破損などのさまざまな偶然の事故により、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に損害が発生した場

合に保険金をお支払いします。 
 

２ 基本となる補償、保険の対象および保険金額の設定方法等 

（１） 基本となる補償  
 
保険金をお支払いする主な場合と保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。臨時費用対象外特約が必ずセットされるため、

臨時費用保険金はお支払いできません。詳しくは普通保険約款・特約集をご参照ください。                        

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 

損害保険金 
偶然な事故によって、被保険者によって保険証券に記載された住宅から一時的に持ち出された、被保険者の所有す

る身の回り品（保険の対象）に発生した損害 

残存物取片づ 

け費用保険金 

事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用（※） 

※取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 

損害防止費用 事故発生時に、損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用 

権利保全行使費用 
事故発生時に、引受保険会社が取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使に必要な手続きのために支

出した費用 
 

保険金をお支払いしない主な場合 

ア.保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 

イ.地震、噴火、津波により発生した損害 

ウ.台風、暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災による損害 

エ.紛失または置忘れによって発生した損害 

オ.被保険者や使用人等が関与した窃盗、強盗、恐喝等の不誠実行為による損害（使用人の不誠実行為対象外特約（注）） 

カ.すり傷、汚れ、しみなどの単なる外形上の損傷。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。（擦損危険等

対象外特約（注）） 

キ.真空管、電球その他これらに類似の管球類に発生した損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。（管

球類単独損害対象外特約（注）)  

ク.損害を受けたために臨時に発生する費用(携行品一式契約特約（個人型）または携行品一式契約特約（家族型）) 

など 

（注）これらの特約はすべての保険契約に自動的にセットされます。 

 

（２）お支払いする保険金の額 

 

保険金の種類 お支払いする保険金の額 

損害保険金 

 損害の額－免責金額（3,000円） ＜保険金額（注）限度＞ 

（注）保険金額が保険価額（時価額）（※１）を超える場合は保険価額（時価額）（※１）とします。 
 
【損害の額】 
損害の額は保険価額（時価額）（※１）によって定めます。損害が生じた保険の対象を修理することができるとき 

には保険価額（時価額）（※１）を限度とし、次の算式によって算出した額とします。 
 
 
 
 
（※１）損害の生じた地および時における保険の対象の価額（※３）をいいます。 

（※２）損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要

な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、引受保険会社が、部分品の補修が可能であ

り、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修

契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項 注意喚起情報 
加入依頼者・被保険者にとって不利益になる事項等、 

特にご注意いただきたい事項 

契約概要 注意喚起情報 

― ― 
修理費 
（※２） 

 

修理に伴って生じた残存物が 

ある場合はその価額 

 

修理によって保険の対象の価額（※３） 

が増加した場合はその増加額（※４） 

 

契約概要 

注意喚起情報 契約概要 



 

（３）主な特約の概要 

携行品一式契約特約（個人型）または携行品一式契約特約（家族型）を必ずセットします。特約の概要は以下のとおりです。 
詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。 

（４）複数のご契約があるお客さまへ（補償が重複する可能性のある特約のご注意） 

他の保険契約等（異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます）により、既に被保険者につい

て同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。 

補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは

保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額（支払限度額）等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入く

ださい。※ 

※複数あるご契約のうち、これらの補償が１つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなく 

なることがありますのでご注意ください。 

（５）保険の対象 

保険の対象は被保険者が携行している被保険者の所有する身の回り品です。詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わ

せください。 

（６）保険期間および補償の開始・終了時期 

●この保険の保険期間は、2024年3月1日から1年間です。保険期間の中途にご加入いただく場合は、兵庫県学校厚生会で受付けた月 

の翌月１日から 2025年 3月 1日となります。 

●補償の開始時期：始期日の午後４時に開始します。 

●補償の終了時期：満期日の午後４時に終了します。 
詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。 

２．保険料の決定の仕組みと払込方法等                                               

１ 保険料の決定の仕組み 

保険料は、保険金額、保険期間、セットする特約等により決まります。詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせくださ

い。また、お客さまの保険料については、加入申込票をご確認ください。 

２ 保険料の払込方法 
ご加入いただくお客さまの保険料払込方法につきましては、加入申込票をご確認いただくか、取扱代理店もしくは引受保険会社まで

お問合わせください。 

３．満期返れい金・契約者配当金                                        

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 

 

 

 

 

理費は補修による修理費とします。 

（※３）再調達価額（※５）から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額（※４）を差し引いた額をいいます。

ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が

生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成ま

たは再取得するのに要する額（※６）をいい、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物

その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の

市場流通価額をいいます。 

（※４）保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険

の対象の再調達価額（※５）の５０％に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されて

いない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額（※５）の

９０％に相当する額を限度とします。 

（※５）保険の対象と同種のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 

（※６）再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生じた地および時における市場流通価額

を上回る場合には、市場流通価額とします。  

残存物取片づけ 
費用保険金 

 
実費 

ただし、損害保険金の 10％に相当する額が限度となります。 

損害防止費用 

 
実費 

ただし、保険金額（注）から、損害保険金を差し引いた額が限度となります。 

（注）保険金額が保険価額（時価額）を超える場合は保険価額（時価額）とします。 

権利保全行使費用 

 
実費 
 

特約名 
 

特約の概要 

携行品一式契約特約 

（個人型） 

被保険者が日本国内において携行中の保険の対象（※）について生じた損害に対して、保険金額を限度に損害の

額から１回の事故につき３,０００円を差し引いた額を損害保険金として支払います。 

※被保険者の居住の用に供される住宅（敷地を含みます）外において、被保険者が携行している被保険者の身 

の回り品に限ります。 

携行品一式契約特約 

（家族型） 

携行品一式契約特約（個人型）の被保険者に当該被保険者と生計を共にする同居の親族を含む特約です。 

 

注意喚起情報 

契約概要 

契約概要 注意喚起情報 

契約概要 

注意喚起情報 契約概要 

契約概要 

契約概要 



 

Ⅱ.ご加入時におけるご注意事項 
１．告知義務（ご加入時にお申し出いただく事項）                                

（１）加入依頼者または被保険者になる方は、加入申込票（注）に記載された危険に関する重要な事項のうち、引受保険会社が告知を求める 

※印の項目について、ご加入時に事実を正確にお申し出いただく義務（告知義務）があります。 
（注）ご加入時に引受保険会社に提出していただく書類で、ご加入に必要な内容を記載した付属書類を含みます。 

（２）加入申込票の※印の項目について、加入依頼者または被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し 

出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。ご加入に際し 

て、今一度お確かめください。 

危険に関する重要な事項（加入申込票の※印の項目） 

他の保険契約等に関する情報 

２．クーリングオフ（ご加入のお申込みの撤回等について）                        

この保険は、ご加入の申込みの撤回または解除（クーリングオフ）はできません。ご加入内容をお確かめのうえ、お申し込みください。 

Ⅲ.ご加入後におけるご注意事項 
１．通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項）                                

（１）ご契約者の住所または連絡先を変更する場合には、遅滞なくご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、重要なお知らせやご案内が

できなくなります。 

（２）次に記載する場合は、保険の対象がこのご契約の引受範囲を超えてしまうため、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保 

険金をお支払いできないことがあります。この場合において、引受保険会社の取り扱う他の商品でお引き受けできるときには、改めて 

ご加入し直していただくことができますが、本商品と補償内容が異なることがあります。 

 

２．脱退時の返れい金の有無                                    

この団体契約から脱退する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店もしくは引受保険会社にご連絡ください。なお、脱退に際しては、脱

退時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いする場合がありますが、解約日時点で未払

込保険料がある場合は、未払込保険料をご請求させていただきます。詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。 

次の事由に該当した場合について、既に払い込んでいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。 

（１）保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、

この保険契約は無効となります。既に払い込んでいただいた保険料は返還できません。 

（２）保険契約者または被保険者が保険の対象を譲渡した場合、または保険の対象の全部が失われた場合は、この保険契約は失効となります。 

この場合、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。 

(３)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消となることがあります。既に払い込 

んでいただいた保険料は返還できません。 

Ⅳ.その他留意していただきたいこと 
１．保険会社破綻時の取扱い                                          

引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。 

この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が 20人以下の法人をいいます）またはマンション管

理組合（以下、個人等といいます）である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約

返れい金等は 80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した事故による保険金は 100％

補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、そ

の被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。 

２．個人情報の取扱い                                             

本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保

険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の

達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団

法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 
ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第53条の10）により、利用目的が限定さ

れています。 
詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページ（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）および各引受保険会社

のホームページをご覧ください。 

３．重大事由による解除                                                      

下記のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支

払いできません（下記（２）の場合で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合を除きます）。 

 
 

 

 

 

 

注意喚起情報 

注意喚起情報 

注意喚起情報 

・被保険者の居住の用に供される保険証券に記載された住宅の所在地が日本国外となった場合 

 
注意喚起情報 契約概要 

注意喚起情報 

注意喚起情報 

（１）保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害を発生させた場合 

（２）保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 

（３）被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合                  など 



 

４．継続契約について                                                         

（１）著しく保険請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合には、保険期間 

終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 

（２）引受保険会社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普 

通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることまたはご契約 

を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。 

５．万一、事故が発生した場合のご注意                                                     

１ 事故の発生 

（１） 事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないとそれによって引受保険会

社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

（２）このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には事故のご連絡の際にお申し出ください。 

 ２他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い 
他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異

なります。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。 

３保険金の支払請求時に必要となる書類等 

被保険者には、下表のうち引受保険会社が求める書類を提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出

をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 
（１）引受保険会社所定の保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を含みます） 

（２）引受保険会社所定の損害（事故）状況報告書 

 
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因、応急修理の有無、本修理の内容等を申告される書類をいいます。
また、損害（事故）状況を確認するためにこの報告書のほか（４）①、④に掲げる書類も提出していただく
場合があります。 

（３）保険金請求権をもつことの確認資料 

 
書類 
の例 

・委任状 ・印鑑証明書、資格証明書 ・商業登記簿謄本  

・法人登記簿謄本 ・戸籍謄本                          など 

（４）保険の対象に発生した損害や費用等に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要 

となる書類 

 

① 損害の発生を証明する書類 

書類 
の例 

・公的機関が発行する証明書（罹災証明書、事故証明書等）またはこれに代わる書類 

・所轄警察署の発行する盗難届出証明書またはこれに代わる書類 

・運送経路を示す書類  

・従業員であることを示す書類（従業員名簿、社員証写し等） 

・現金出納帳等の帳簿 

・事故原因･発生場所･被害状況の見解書、写真                   など 

②損害の額を証明する書類 

書類 
の例 

・修理見積書、請求明細書、領収書、損害明細書 ・損害内容申告書 

・被害品の価格証明書（購入時の領収書･保証書･仕様書）  

・図面（配置図、建物図面） 

・仕入売上伝票、出入庫伝票、棚卸台帳、在庫高帳 

・損害防止に支出した費用を示す書類  

・支出した費用の額を示す書類（領収書、請求書）                 など 

③この保険契約に質権が設定されている場合に必要な書類 

書類 
の例 

・質権直接支払指図書     ・質権者の保険金請求書 

・質権の債権額現在高通知書  ・保険金支払先確認書               など 

④その他の書類 

書類 
の例 

・権利移転書 

・調査同意書（引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書）   など 

４保険金のお支払時期 

引受保険会社はお客さまより保険金請求書類を提出していただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要

となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・

特約集に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。 

５保険金の代理請求 

意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に

代わって保険金を請求できる場合があります。詳細は取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。 

６保険金請求権の時効 

保険金の請求権については時効(３年)がありますのでご注意ください。保険金の請求権が発生する時期等、詳細は取扱代理店もしくは引

受保険会社までお問合わせください。 

６．保険金支払後の保険契約                                                    

損害保険金の支払額が、１回の事故につき、保険金額（注）に相当する額となった場合、ご契約はその損害発生時に終了します。保険金 

額に相当する額とならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても、保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。 

（注）保険金額が保険価額（時価額）を超える場合は保険価額（時価額）とします。  

７．共同保険                                                           

複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は分担割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に

保険契約上の責任を負います。引受幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。 
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お問合わせ窓口 
 

保険商品・契約内容に関するお問合わせ 

【取扱代理店】 一般財団法人 兵庫県学校厚生会 

【電話番号】 ０７８－３３１－９３１７  ※おかけ間違いにご注意ください。 
 

 

引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 

引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 事故が起こった場合 

0120-101-060（無料） 
●受付時間 平日 9：00～17：00 

●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 

●ご加入の団体名（一般財団法人 兵庫県学校厚生会）をお知らせください。「加入者証」等

をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 
●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 

遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 

0120-985-024（無料） 
●受付時間 24時間 365日 

●おかけ間違いにご注意ください。 

●ＩＰ電話からは 0276-90-8852（有料）におかけください。 

 

指定紛争解決機関 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター 

0570-022-808 
●受付時間［平日 9:15～17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］ 

●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 

●携帯電話からも利用できます。 

●電話リレーサービス、ＩＰ電話からは 03-4332-5241におかけください。 

●おかけ間違いにご注意ください。 
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

（https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html） 

  

 

＜引受保険会社＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ご加入いただく内容に関する確認事項（意向確認事項） 

お客さまのご意向に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、加入申込票にご記入の内容が、最終的にお客さまのご

意向に沿った内容であることを確認のうえご加入ください。また、払い込みいただく保険料が正しいものとなるよう保険料算出

にかかわる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。

なお、ご不明な点などございましたら、取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

●今回お申し込みいただく保険についてご確認をお願いします。 

１．下記項目について、お客さまのご意向に沿った内容であることをご確認ください。 

（１）補償の内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合など） 

（２）保険金額（タイプ名など） 

（３）被保険者の範囲（ご本人のみの補償、ご家族を含めての補償など） 

※保険期間、保険料に関する事項については契約概要のご説明に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 

２．「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 

●また、現在ご加入のご契約（満期を迎える契約）にご不明な点がある場合には、取扱代理店もしくは引受保険会社までお申し

出ください。 

あいおいニッセイ同和損保 

あんしんサポートセンター 

［ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）］ 



 

重要事項のご説明 
 

契約概要のご説明（団体ゴルファー保険） 2019 年 10 月 
 

■ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご加入前に必ずお読み

になり、お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約

款・特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保

険会社までお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

■「団体ゴルファー保険」は、ゴルファー賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。  
この書面における主な用語について説明します。 
ゴルフ ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。 

ゴルフ場 
ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用が有料（注）のものをいいます。 
（注）有料とは、利用にあたり料金を請求されることをいい、その名目は問いません。 

ゴルフ場敷地内 
ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣室等の付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分

を除きます。 

ゴルフの練習中、 

競技中または指導中 
ゴルフの練習中、競技中、指導中に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 

１商品の仕組み 
（１）商品の仕組み 

団体ゴルファー保険（注）は、日本国内または国外において被保険者が行うゴルフの練習中、競技中または指導中に発生した偶然

な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を

基本補償とする保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 
（注）団体総合生活補償保険にゴルファー賠償責任保険特約をセットしています。 

（２）被保険者の範囲 

基本となる補償の被保険者の範囲は次のとおりです。 

①被保険者本人 

②上記①の方が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者

に代わって責任無能力者を監督する親族（注１） 
（注１）親族とは、６親等内の血族、配偶者（注２）および３親等内の姻族をいいます。 

（注２）配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情（内縁関係）にある方および戸籍上の性別が同一で

あるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 

２基本となる補償 等 

（１）保険金をお支払いする場合 

「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確

認ください。 

（２）保険金をお支払いできない主な場合 

保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細はパンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・

特約）をご確認ください。 

保険金をお支払いできない主な場合 

●保険契約者、被保険者または法定代理人の故意によって発生した損害賠償責任 

●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 

など 

（３）セットされている主な特約とその概要 

セットされている主な特約の詳細は、パンフレット等の該当箇所またはご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

（４）保険金額の設定 

保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁

のホームページ（https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html）等をご確認ください。 

また、お客さまの保険金額については、パンフレット、加入申込票等をご確認ください。 

（５）保険期間 

お客さまの保険期間は、２０２４年３月１日から１年間です。保険期間の中途にご加入いただく場合は、兵庫県学校厚生会で受付

けた月の翌月１日から２０２５年３月１日となります。 

３保険料の決定の仕組みと払込方法等 
（１）保険料の決定の仕組み 

保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に払い込んでいただく保険料は、パンフレット、加入申込票等をご確認

ください。 

（２）保険料の払込方法 

お客さまの保険料の払込方法等については、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

４満期返れい金・契約者配当金 
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５解約と解約返れい金 

ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご加入時

の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。詳細は保険契約者、取扱

代理店または引受保険会社までお問合わせください。 
 

 



 

重要事項のご説明 
 

注意喚起情報のご説明（団体ゴルファー保険） 2019 年 10 月 
 

■ご加入に際して申込人・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記

載しています。ご加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。 

■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり（普通保険約

款・特約）または保険証券（注）などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保

険会社までお問合わせください。 
（注）ご契約のしおり（普通保険約款・特約）、保険証券は保険契約者に交付されます。 

■申込人と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 

■「団体ゴルファー保険」は、ゴルファー賠償責任保険特約をセットした団体総合生活補償保険のペットネームです。 

この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。 

１告知義務（ご加入時にお申出いただく事項） 

（１）申込人または被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のこ

とです。 

（２）告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印

がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異

なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 

告知事項 

この保険契約で保険金支払の対象となる損害に対して保険金が支払われる他の保険契約等（注）の有無 
（注）タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。 

２クーリングオフ説明書（ご契約のお申込みの撤回等） 

この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除（クーリングオフ）はできません。 

３複数のご契約があるお客さまへ 
●補償内容が同様の保険契約（この保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます）が他にある

ときは、補償が重複することがあります。 

補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によっては

いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額

等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 
※１ 複数あるご契約のうち、これらの特約を１つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化（同居から別居へ

の変更等）により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。 

※２ 補償が重複する可能性のある主な特約は、別紙「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご確認ください。 

●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）をセットした場合、この費用を補償する他の保険契約等（異

なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます）に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、

それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注

意ください。 

４通知義務等（ご加入後にご連絡いただく事項） 
加入条件を変更する場合等の事項が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または引受保険会社

までご連絡ください。 

５補償の開始・終了時期 
（１）補償の開始：始期日の午後４時 

（２）補償の終了：満期日の午後４時 

６保険金をお支払いできない主な場合 

「契約概要のご説明」２基本となる補償 等（２）保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。 

７保険料の払込猶予期間等の取扱い 
分割払でご契約の場合、引受保険会社が保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分の保険料を請求することがありま

す。 

８解約と解約返れい金 
ご契約を解約する場合には、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 

●ご契約の解約に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。

ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。 

●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追

加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。 

９保険会社破綻時の取扱い 
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入していま

す。この保険は保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます）またはマンション

管理組合（以下、「個人等」といいます）である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場

合でも、保険金、解約返れい金等は 80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに発生した事

故による保険金は 100％補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料

を負担している場合は、その被保険者にかかる部分については、補償の対象となります。 

10 個人情報の取扱いについて 
本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引



 

受保険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の

利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、

一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第 53 条の 10）により、利用目的が

限定されています。 

詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページ（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）および各引受保険

会社のホームページをご覧ください。 
  

＜その他ご注意いただきたいこと＞ 
■無効・取消し・失効について 
（１）保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効

となります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 

（２）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあり

ます。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。 

（３）被保険者が死亡した場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還し

ます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

■重大事由による解除 
次のことがある場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害等を発生させ、または発生

させようとしたこと。 

②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 

④複数の保険契約に加入することで被保険者の保険金額等の合計額が著しく過大となる場合 

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。 

■共同保険について 
あいおいニッセイ同和損害保険（株）および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、それぞれの引受保険会社は引受割合に応じて、連

帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険（株）は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を

代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。 

■事故が起こった場合 
１事故が起こった場合 

（１）事故が起こった場合、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った

損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 

（２）この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。 

（３）賠償事故・被害事故に関わる示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は、必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめくだ

さい。 

＜示談交渉サービス＞ 

日本国内において発生したゴルファー賠償責任保険特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得

られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受けします。また、日本国内において発生したゴルファー賠償責任

保険特約の対象となる賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできま

す。 

＜示談交渉を行うことができない主な場合＞ 

・１回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額がゴルファー賠償責任保険特約で定める保険金額を明らかに超える場合 

・相手の方が引受保険会社との交渉に同意しない場合 

・相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 

・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 

（４）補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険

金の額が異なります。詳細はご契約のしおり（普通保険約款・特約）をご確認ください。 

＜引受保険会社がお支払いする保険金の額＞（注１） 

①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、支払責任額（注２）をお支払いします。 

②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額（注２）を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われ

た保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。 
（注１）お支払いする保険金の額は､補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。 

（注２）支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 

２保険金の支払請求時に必要となる書類等 

被保険者または保険金を受け取るべき方は、＜別表「保険金請求書類」＞のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必

要に応じて＜別表「保険金請求書類」＞以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 

３「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）」に関するご注意 

保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロス（以下「ホールインワン等」といいます）は、日本国内のゴルフ場において、同

伴競技者１名以上とパー35以上の９ホール（ハーフ）を正規にラウンドした場合のもので、次の「対象となるホールインワン等」に該当するもの

に限ります。また、保険金を請求する際には、必ず、ホールインワン・アルバトロス費用の支払を証明する領収書と次の「ホールインワン等を証明

する書類または証拠」の提出が必要となります。 

対象となるホールインワン等 ホールインワン等を証明する書類または証拠 

①次のア.、イ.の両方が目撃（注）したホールイン

ワン等 

ア．同伴競技者 

イ．同伴競技者以外の第三者（具体的には次の方を

いいます） 
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・イベン

ト業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、先行・後続組

のプレーヤー、ゴルフ場内の売店運営業者など 
  

同伴競技者以外の第三者が署名また

は記名押印した引受保険会社所定の

ホールインワン・アルバトロス証明

書 

同伴競技者が署名また

は記名押印した引受保

険会社所定のホールイ

ンワン・アルバトロス

証明書 

被保険者がホールイ

ンワン等を達成した

ゴルフ場の支配人、

責任者またはその業

務を代行または行使

する権限を有する者

が記名押印した引受

保険会社所定のホー

ルインワン・アルバ

トロス証明書 
②ホールインワン等の達成が客観的に確認できるビ

デオ映像等があるホールインワン等 

被保険者がホールインワン等を達成

したことが確認できるビデオ映像等 

③公式競技において、上記①ア.、イ.のいずれかの 同伴競技者または同伴競技者以外の  



 

目撃（注）があるホールインワン等 第三者が署名または記名押印した引

受保険会社所定のホールインワン・

アルバトロス証明書 
 

ご注意 

キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただ

し、同伴競技者以外の第三者の目撃（注）がある場合またはホールインワン等の達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある

場合にかぎり、保険金をお支払いします。 
（注）目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます（達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は「目撃」に

該当しません）。 

４保険金のお支払時期 

引受保険会社は被保険者または保険金を受け取るべき方より保険金請求書類の提出を受けた後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いする

ために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約

款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。 

５保険金の代理請求 

被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求

することができる制度（「代理請求制度」といいます）があります（被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場

合は、この制度は利用できません）。 

●保険金等の請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合 

●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など 

【被保険者の代理人となりうる方】 

①被保険者と同居または生計を共にする配偶者（注） 

②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする３親等内の

親族 

③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者（注）または上

記②以外の３親等内の親族 
（注）法律上の配偶者に限ります。 

万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願

いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、

引受保険会社は保険金をお支払いできません。 

６保険金請求権の時効 

保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり（普通保険約款・

特約）をご確認ください。 

７先取特権 

損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受ける

権利）を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 

 

＜別表「保険金請求書類」＞ 

（１）保険金請求書（個人情報の取扱いに関する同意を含みます） 

（２）引受保険会社の定める損害（事故）状況報告書 

  
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等を申告する書類をいいます。また、損害（事故）状況を確認するためにこの報告書のほか、（４）①、③、（５）①、

③に掲げる書類も必要な場合があります。 

（３）保険金の請求権をもつことの確認書類 

 
書類 

の例 

・印鑑証明、資格証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 

・家族関係の証明書類（住民票、健康保険証） など 

（４）損害賠償責任に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 

①賠償事故の発生を証明する書類 

書類 

の例 

・公的機関が発行する証明書（罹災証明書、事故証明書）またはこれに代わる書類 

・事故原因、発生場所、被害状況の見解書、写真 など 

②保険金支払額の算出に必要な書類 

書類 

の例 

・示談書またはこれに代わるべき書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 

・休業損害確認資料（休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書） 

・交通費、諸費用の明細書 ・購入時の領収書、保証書、仕様書 ・図面（配置図、建物図面） 

・引受保険会社の定める診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 

・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 

・その他の支出した費用の額を示す書類  

・受領している年金額を示す資料 ・労災からの支給額を示す資料 など 

 

③その他の書類 

書類 

の例 

・先取特権に関わる書類（被害者への賠償金の支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類） 

・調査同意書（引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書） など 

（５）その他費用に関する保険金を請求する場合に必要となる書類 

 

①事故の発生を証明する書類 

書類 

の例 

・公的機関の事故証明書（罹災証明書、事故証明書）またはこれに代わる書類 

・事故原因、発生場所、損害状況の見解書 

＜ホールインワン・アルバトロス費用の場合＞ 

詳細は前記３「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約（団体総合生活補償保険用）」に関するご注意をご確認ください。 など 

②保険金支払額の算出に必要な書類 

書類 

の例 

・損害防止費用の明細書 

・支出した費用がある場合はその費用を示す書類（領収書、請求書） など 

③その他の書類 
書類 

の例 
・調査同意書（引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書） など 

            



 

＜ご加入いただく内容に関する確認事項（ご意向の確認）＞ 
この保険商品およびご契約プランは、引受保険会社で把握したお客さま情報およびご意向に基づき提案させていただいております。加入申込票にご記入

の内容が、最終的にお客さまのご意向に沿った内容であるか再度ご確認、ご了解のうえご加入ください。また、払い込む保険料が正しいものとなるよう

保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明

な点などございましたら保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 

●今回お申込みの保険についてご確認をお願いいたします。 

１．被保険者に関する「氏名」「生年月日」「性別」について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。 

２．「他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。 

３．下記項目について、お客さまのご意向どおりとなっていることをご確認ください。 

①補償の内容（お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など） 

②保険金額（支払限度額）（タイプ名など） 

③被保険者の範囲 
※保険期間、保険料に関する事項および契約者配当金制度の有無については「契約概要のご説明」に記載のとおりの設定であることをご確認ください。 

４．補償が重複する可能性のある他のご契約の有無をご確認いただき、ご加入の要否をご確認ください。 

●現在ご加入のご契約（満期を迎えるご契約）にご不明な点がある場合には、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 

 

お問合わせ窓口 
 

保険商品・契約内容に関するお問合わせ 

【取扱代理店】 一般財団法人 兵庫県学校厚生会 

【電話番号】 ０７８－３３１－９３１７  ※おかけ間違いにご注意ください。 
 

引受保険会社の連絡・相談・苦情窓口 

引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 事故が起こった場合 

0120-101-060（無料） 
●受付時間 平日 9：00～17：00 

●土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます。 

●ご加入の団体名（一般財団法人 兵庫県学校厚生会）をお知らせください。「加入者証」等

をお持ちの場合、お手元にご用意ください。 
●一部のご用件は営業店等からのご対応となります。 

遅滞なくご加入の取扱代理店または下記にご連絡ください。 

0120-985-024（無料） 
●受付時間 24時間 365日 

●おかけ間違いにご注意ください。 

●ＩＰ電話からは 0276-90-8852（有料）におかけください。 

 

指定紛争解決機関 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。 

引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽＡＤＲセンター 

0570-022-808 
●受付時間［平日 9:15～17:00（土・日・祝日および年末年始を除きます）］ 

●電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。 

●携帯電話からも利用できます。 

●電話リレーサービス、ＩＰ電話からは 03-4332-5241におかけください。 

●おかけ間違いにご注意ください。 
●詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 

（https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html） 

  

 
＜引受保険会社＞ 

 
 

 

あいおいニッセイ同和損保 

あんしんサポートセンター 

［ナビダイヤル（全国共通・通話料有料）］ 


